
 

 

 

 

 

 

ボランティア活動は無償というイメージがありますが、高齢化が進む社会の中で欠かせない人材と

して、くろねえポイント制度にご理解を頂きますようお願い申し上げます。 

人が生活するうえで必要なことは、環境はもちろんですが、家族や友人、近所の人など、様々な人

との関わりが大切です。 

ご近所さんとの交流も少ない世の中ですが、支援者（担い手）と要支援者（受け手）の交流により

防犯や災害時支援の取り組みにもこの制度が普及し、つながりをもつ関係性を築き、安心して暮らせ

る町づくりにお力添えを頂けますようお願い申し上げます。 

在宅介護支援センター トータスホーム 生活支援コーディネーター 松岡雅代 

◆訪問ボランティア養成講座のご案内◆ 

１．日程・内容 

1日目：平成 31(2019)年 3月 13日（水）「訪問による助け合い活動について」等 

2日目：平成 31(2019)年 3月 20日（水）「実際の助け合い活動のロールプレイ」等 

いずれも午後 1時 30分～3 時 

２．場所 

 保健センター検診ホール（いきいきプラザ内） 

３．参加対象者 

 地域の助け合い活動にご協力いただける 65歳以上の方で、2日間参加できる方 

 （65歳未満の方で興味のある方もご参加いただけます。） 

４．費用 

 無料 

５．参加申し込み 

 3月 11日（月）までに保険課高齢者支援係☎（５６）９１０２または社会福祉協議会 

☎（５６）３１６６にお申し込み下さい。 

★講座 2日間を修了した 65歳以上の方に「くろねえ手帳」をお渡しします。 

◆居場所サポートボランティア養成講座のご案内◆ 

１．日程（予定） 

2019年 6月 5日、6月 12日、6月 19日、6月 26日の 4日間 
いずれも水曜日、午前 9時～11時 30分 

２．場所 

 保健センター検診ホール（いきいきプラザ内） 

３．参加対象者 

 地域の居場所活動にご協力いただける方で原則４日間参加できる方 

４．費用 

 無料 

※詳細は広報かみのかわ、かみたんメール等でお知らせします。 

脳トレコーナー 答え     ①１０  ②２  ③１０ 

いくつできたかな？  


